
厳しい経済・雇用情勢の中にあって、職場や仕事で強い不安、ストレスを感じている労働者が
６割に達しています。また、精神障害等に係る労災請求や自殺者数も依然として高水準で推移し
ています。特に、自殺者数のうち３割は被雇用者（労働者）となっています。

適切に労働衛生管理を行い、積極的にメン
タルヘルス対策に取り組みましょう 。

精神障害等に係る労災請求・認定状況

請求件数は、平成では年間2,000件を超え
ることはありませんでしたが、令和に入って
大幅に増加し,令和４年は2,683件となって
います。

認定件数は、平成15年から24年までは概
ね増加し、それ以降は500件前後で一定して
いましたが、令和4年は710件と過去最高に
なりました。

１００（％事業者は労働契約法第５条、労働安全衛生
法第69条に基づき積極的に労働者の心の健康
の保持増進を図ることが求められており、
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
（メンタルヘルス指針）に基づいて実施可能
なものから取り組むことが重要です。また、
労働者自身によるセルフケア、管理監督者な
どのラインによるケア、産業医等の事業場内
産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資
源によるケアの4つのケアが重要とされてい
ます。

右のグラフは、強い不安・悩み・ストレス
となっていることがある労働者の割合は、令
和4年は82.2％となっており、高い比率とな
っています。

強い不安、悩み、ストレスの内容は仕事の
質・量が63.4％、次いで仕事の失敗、責任
の発生等が35.9％、対人関係（セクハラ・
パワハラを含む）が26.2％、会社の将来性
が23.1％と続いています。

職業生活でのストレス等の状況

(1)教育研修には、労働者、管理監督者、産業保健スタ
ッフへの教育が含まれます。

(2)職場環境等の把握と改善には、ストレスチェックの
集団分析が含まれます。

(3)メンタルヘルス不調への気付きと対応には、相談対
応や家族による気付きや支援の促進が含まれます。

(4)職場復帰における支援には、復帰プログラムの策定
と実施が挙げられます。

４つのケア
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出典︓労災補償状況（自殺には未遂を含む）

精神障害等の労災補償状況

職業生活でのストレス等の状況

労働者の心の健康の保持増進のための指針（概念図）
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ストレスチェック制度の概要

ストレスチェックと面接指導の実施に係る流れ

ストレスチェックの実施等は事業者の義務

ストレスチェックは、メンタルヘルス対策の４つのケアのうち、労働者自身のストレス
への気づきを促すセルフケアであり、一次予防を主な目的としています。

さらに、集団分析を行い、ストレスの原因となる職場環境の改善につなげることが求め
られています。
事業者は、労働安全衛生法第66条の10第１項に基づき、常時使用する労働者に対して１年
に１回、医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査（ストレスチェック）を行
う必要があります。なお、労働者数50人未満の事業場は当面の間、努力義務となっていま
すが、セルフケアはメンタルヘルス対策としての効果が高いことから、積極的に実施するこ
とが求められます。
ストレスチェック結果は、ストレスチェックを実施した医師等から直接本人に通知され、本
人の同意なく事業者に提供することは禁止されています。
ストレスチェックの結果、一定の要件に該当する労働者から申し出があった場合、医師によ
る面接指導を実施することが必要です。また、申し出を理由とする不利益な取扱いは禁止さ
れています。
面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を講じることが必要
です。

○

○

○

○



ストレスチェックの項目は、次の
３領域を含むことが必要です。

職場における当該労働者の心理的
な負担の原因に関する項目

心理的な負担による心身の自覚症
状に関する項目

職場における他の労働者による当
該労働者への支援に関する項目

この３領域を含んでいれば実施
者の意見及び衛生委員会等での
調査審議を踏まえて、事業者の
判断により選択することができ
ます。

ストレスチェックと面接指導の実施に係る流れ

「職業性ストレス簡易調査票」の項目（57項目）

①仕事のストレス要因

②心身のストレス反応

③周囲のサポート



労働者自身がストレスに気づき、これに対処するための知識、方法を身につけ、それを実施する
ことが重要です。なお、担当者、管理監督者自身も、自らの不調に注意しましょう。
※  職業性ストレス簡易調査票等のツールを利用して労働者のメンタルヘルスチェックを行いましょう。
（本ページ最下段の働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」を参照してください。）

① メンタルヘルス推進担当者の選任
メンタルヘルスケアの推進の実務を担当する「メンタルヘルス推進担当者」を選任し、担当者を

中心にメンタルヘルス対策に取り組みましょう。
② 衛生委員会等での調査審議の徹底

衛生委員会等で、「心の健康づくり計画」の策定や心の健康に関しての職場環境等の改善及びメ
ンタルヘルス不調者への対応などについて十分調査審議を行いましょう。
※心の健康づくり計画とは、「事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明」、「事業場内メン
タルヘルス推進担当者の選任」及び「教育研修の実施」等について定めて実行するものです 。

メンタルヘルス不調の予防、不調者への早期対応のためには、労働者自身のみならず、労働者と
日常接している管理監督者（職場の上司等）の役割が重要です 。
①事業者は、管理監督者に対し、メンタルヘルス対策に係る教育研修を実施
②管理監督者は、作業環境、作業方法、労働時間、仕事の量と質、職場の人間関係等の職場環境で

の問題点を日頃から把握し、その改善に努める
③管理監督者は、日頃から労働者から自発的な相談を持ちかけられるよう仕事を通じての信頼関係

を築くように努める
④管理監督者は、部下の性格、行動、その他の特徴をつかみ、これらに変化や日常からのズレに気

づいたときは、声を掛け、話を聞いてみる
⑤管理監督者は、部下の問題行動等に気づいたら、個人情報の保護等に配慮したうえで、担当者、

産業医等への相談や受診を促す

メンタルヘルス不調により休業した労働者が円滑に職場復職し、就業を継続できるようにする
ため、職場復職支援プログラムを策定し、労働者に周知しましょう 。

労働者のメンタルヘルス不調に気づいたら（産業医がいる場合は産業医を通じ）、個人情報を保
護し、労働者の意思を尊重しながら精神科医等の専門家に相談。意見を聴き、その労働者等に対し
て、専門家への受診を勧める等の必要な指導を行いましょう。また、以下の専門相談機関等を利用
し、メンタルヘルス不調者を出さないよう取り組みましょう。

事業主や労働者からのメンタルヘルスに関する相談のアドバイス
メンタルヘルス対策の導入に関する個別訪問支援
職場復職支援プログラムの作成に関する支援
専門家による労働衛生研修会（博多会場、北九州会場、オンライン）

ポイント１

ポイント２

ポイント３

ポイント４

ポイント５

メンタルヘルス対策のポイント

福岡産業保健総合支援センター

こころの耳
メンタルヘルス対策全般、ストレスチェック、
働く方ご自身の職場における疲労蓄積度セルフチェック

こころの耳 検索

福岡産業保健 検索

労働者の気づきを支援しましょう

事業場内の取組体制を整備しましょう

管理監督者はメンタルヘルス不調の予防、早期発見に努めましょう

職場復帰支援プログラムを策定しましょう

外部の医療機関、専門相談機関等を利用しましょう

このリーフレットに関するお問い合わせは、福岡労働局労働基準部健康課まで TEL 092-411-4798


